
府県・市町村のご担当者様

環境省 近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課

敬具

■アンケート結果の扱い
　 本調査の回答はすべて統計的に分析を行います。調査結果の公表の際には、全体分析、
　府県別分析までとし、自治体別の調査結果は公表しません。

■ご回答いただくにあたって

　・ご回答は、色の付いた欄にお願いします。

色の欄：該当する場合に、プルダウンから選択下さい。
色の欄：記述欄です。ご回答文章等を直接ご記入下さい。

　・本アンケートは、2016年11月30日（水）までに電子メールにて直接下記アドレスまでご返送下さい。
　・回答内容については、貴団体の防災関係部署にもご確認いただきますようお願いします。

資料７－２

災害発生時の廃棄物仮置場の候補予定地に関する調査
ご協力のお願い（案）

　・2016年9月１日現在の状況をお答え下さい。

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、環境省では、大規模災害時に発生すると予想される災害廃棄物の処理に関して、平成26年
度より検討会を立ち上げ検討を進めております。近畿地方においても、「大規模災害発生時廃棄物
対策近畿ブロック協議会」において広域的な連携の在り方などを含め、関係各位と検討を進めている
ところです。
　本調査はその一貫として、大規模災害発生時に各自治体で設置する災害廃棄物の仮置場の候補
予定地の選定状況について把握することを目的に実施するものです。

　なお、本調査のデータの集計につきましては、近畿ブロック協議会業務の運営を請け負っている
「三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)」が行いますので、あらかじめご承知おき願います。

　ご理解並びにご協力賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

【調査目的に係る問合せ先】

環境省近畿地方環境事務所 廃棄物･リサイクル対策課 担当：清丸（せいまる）、若林（わかばやし）

電話：06-4792-0702

【返送先・回答方法に係る問合せ先】

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

研究開発第1部（大阪） 担当：廣瀬（ひろせ）

メールアドレス：kinki-saihai@murc.jp
（お問合せの際）電話：06-7637-1446



②回答シート

■ 貴自治体の府県名、市町村名についてご記入ください ■ 主に調査の回答にご協力いただいたご担当者の所属についてご記入ください
（↓本アンケートに関する照会先に○をつけてください。）

府県名 照会先

市町村名

■ 災害発生時の廃棄物仮置場候補予定地（オープンスペース等）の検討状況についておたずねします。
・以下の設問をご回答いただくに当たっては、必ず貴団体の防災関係部署に確認を取って下さい。

問１． 貴団体では、公表・非公表に関わらず、災害発生時の廃棄物仮置場候補予定地をリストアップしていますか？

回答欄

１．リストアップ済みである

２．現在リストアップ中である　

３．今後、リストアップする予定である

４．今後もリストアップする予定がない　

問２． （リストアップ済みの方）貴団体においてリストアップされている仮置場の候補予定地について、

下記の表へ具体的に入力してください。

・下表の各項目が分かる資料、URL等を添付いただいても構いません。
・行数が足りない場合は、行を追加して入力してください。
・面積については、詳細が分からない場合は概数でも結構です。不明の場合は「-」を入力してください。

回答欄
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仮置場の
位置付け

周辺の主な
土地利用

アンケートは以上です。ご協力有難うございました。

災害発生時の廃棄物仮置場の候補予定地に関する調査（案）

所有者住所名称

・あてはまるものを１つだけ選んで該当する回答欄に「1」（半角）を入力してください。

敷地
面積
（㎡）

平時の用途

所属 名前 連絡先

所有者との調整状況

「２．～４．」の場合は

アンケート終了です

【用語の定義】
・オープンスペース…災害時において災害廃棄物の仮置場に限らず、仮設住

宅や陸上自衛隊の駐屯地等、様々な用途として使用する可能性がある土地

のこと。

・一次仮置場…被災地から収集した災害廃棄物を一時的に仮置きし、処理を

行うための粗選別を行う場所のこと。

・二次仮置場…最終処分を行う前段階として、一次仮置場から搬入された廃

棄物の中間処理（破砕等）を行う場所のこと。大規模災害の場合は、移動式

の処理機器や仮設プラントを設置する場合があり、一次仮置場よりも広い面

積が必要となるケースが多い。

【選択肢の変更】

（旧）

教育

体育館・運動・公園

文化・観光・レジャー

浄水・下水処理場

駐車場

未利用地

その他

↓

（新）

運動場（学校も含む）・競技場

公園

駐車場

最終処分場（供用中）

最終処分場跡地（供用終了）

下水処理場

港湾

海水浴場

採石場跡地

遊休農地や耕作放棄地

公用地の遊休地・工場跡地等

河川敷

その他

【選択肢の変更】

（旧）

一次仮置場

二次仮置場

設定なし

↓

（新）

災害廃棄物の一次仮置場

災害廃棄物の二次仮置場

オープンスペース（災害時の用途は未決定）

【選択肢の変更】

（旧）

公園・緑地

その他公共・公益施設

住宅地

工業用地

商業・業務地区

空地

山林・荒地

その他

↓
（新）

住宅地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域


